
公告 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 38 第６項の規定により、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告に基づき講じた措置について、長野県知事及び長野県議会議長から次のとおり通知があ

りましたので、同項の規定により、これを公表します。 

 

   平成 16 年 11 月 29 日 

 

長野県監査委員 丸 山  勝 司 

   同    樽 川  通 子 

   同    東 方  久 男 

    同    木 下  茂 人 

 

 

16 医県第 37 号 

平成 16 年（2004 年）７月７日 

 

長野県監査委員 様 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

 (1) 人件費及び関係諸費の事務 

 (2) 消費税申告の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 人件費及び関係諸費の事務 
 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 第２章 監
査結果(主に

是正改善に

係る事項) 

(ｱ) 退職給与

引当金の計

上を適正に

すべきもの

(2-1) 

 収益的収支が赤字の場合には、

退職手当引当金を計上する必要

はないと理解されてきた事情も

あって、病院事業会計では引当不

足額が多額になっている。当該引

当金の計上基準は、前事業年度末

日に在職していた全職員がその

日に退職したと仮定した際に支

払われるべき退職給与金の額を、

当該事業年度末日に在職してい

る職員がその日に全員退職した

と仮定した際に支払われるべき

退職給与金の額から差し引いた

額を基準額とすべきである。 
 過去の引当不足額については、 

  指摘のあった平成14年度末の

所要額は、約 58 億 3,600 万円で

あり、今後 10 年間で引当計上す

るとした場合、毎年度発生する

実際の退職者に支払う数億円の

退職給与金に加え、引当金とし

て約５億８千万円を費用計上

し、引き当てることとなる。 

 近年、こども病院や須坂病院

の整備事業などに多額の企業債

を借り入れており、今後の償還

を考慮すると損益勘定留保資金

の減少は必至であることから、

約 58 億円に上る引当金計上は、

欠損金の増加及び損益勘定留保 



   激変緩和措置を講じ、今後 10 年

間に解消するよう追加計上する

など、計画的な措置も許容され

る。 

資金の激減が予想されるため、

病院事業会計単独では困難な状

況である。 

 したがって、病院事業会計の

今後の資金収支状況と一般会計

の財政状況をみながら、対応し

ていく。 

 なお、平成 12 年度の包括外部

監査の指摘を受け、退職給与金

の予算計上率を引き上げたこと

により、平成 15 年度には約１億

3,400 万円の退職給与引当金を

計上することができた。 

 (2) 消費税申告の事務 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 長野県病
事業業会計

(2-2-1) 

(ｱ) 是正改善

事項による

影響額 

(2-2-1-1) 

 平成14年度の長野県病院事業

会計において、消費税の納付増

減差額 2,091,705 円について修

正申告を行うともに平成13年度

以前についても修正申告あるい

は減額更正を受けられるよう努

力すべきである。 

 消費税申告額について、再計

算を行った結果、次のとおり過

大・過少申告が判明した。 

(過大)平成 10 年度  496,900 円 

( 〃 )平成 11 年度  375,500 円 

( 〃 )平成 12 年度 1,961,500 円 

(過少)平成13年度2,293,700円 

( 〃 )平成 14 年度 2,004,100 円 

 過少申告の２事業年度分につ

いては、平成 16 年３月 31 日に

修正申告納付した。 

 過大申告の３事業年度分につ

いては、平成 16 年４月 16 日付

けで減額更正の嘆願を行い、平

成 16 年６月 28 日付けで減額更

正通知を受けた。 

  (ｲ) 課税支出

割合の計算

誤りの是正

(2-2-1-2) 

 使途不明の負担金に対する使

途の特定における課税支出割合

の計算誤りがあった。①税込み

であるべきところ、税抜で計算

されていた。②非課税仕入、不

課税支出のうち、現金支出を伴

わないものも含めるところ、こ

れを控除して計算している。 

 指摘のとおり、計算に誤りが

あったため、計算方法を改める

とともに、平成 10 年度以降の消

費税計算について再計算を行

い、修正申告等により是正した。 

  (ｳ) 仕入税額

控除の計算

誤り 

(2-2-1-3) 

 一括比例配分方式による特定

収入に係る仕入税額控除の計算

誤り 

 指摘のとおり、計算に誤りが

あったため、計算方法を改める

とともに、平成 10 年度以降の消

費税計算について再計算を行

い、修正申告等により是正した。 

  (ｴ) 事業全体

として消費 

 ７つの病院及び施設をそれぞ

れ独立した会計単位として消費 

 指摘のとおり、計算に誤りが

あったため、計算方法を改める 



  税計算を行

うべき 

(2-2-1-4) 

税計算を行い、その合計額をも

って全体の消費税額としてい

る。しかし、個々の病院等ごと

ではなく、病院事業会計全体と

して計算すべきである。 

とともに、平成 10 年度以降の消

費税計算について再計算を行

い、修正申告等により是正した。 

  (ｵ) 企業債償

還に充てら

れた繰入金、

負担金等の

使途の特定

について 

(2-2-1-5) 

 平成14年度の償還金に対して

繰り入れている負担金につい

て、昭和 63 年度以前の発行分は

課税仕入以外の支出に使途を特

定し、平成元年度以後の発行分

はすべて課税仕入に使途を特定

している。 

 しかし、平成元年度から平成

11 年度までの間の企業債発行に

ついては、非課税支出への充当

もあることが判明したため、起

債年度の課税仕入割合で特定収

入分を按分する方法が適切であ

る。 

 指摘のとおり、平成元年度か

ら平成11年度までの企業債発行

分の償還金に対して繰り入れて

いる負担金については、起債年

度の課税仕入割合で特定収入分

を按分する計算方法に改めると

ともに、平成 10 年度以降の消費

税計算について再計算を行い、

修正申告等により是正した。 

 

 

16 農技第 322 号 

平成 16 年（2004 年）７月 12 日 

 

 長野県監査委員 様 
長野県知事 田 中 康 夫 

 
平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 
 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

    消費税申告の事務 

２ 措置の内容 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 特別会計の一部について課

否判定を行っておらず、消費

税計算に反映していない。

(2-2-3-1) 

 内部に会計区分を設けている

場合、特定の会計区分について

のみならず、事業体全体の全て

の取引（収入・支出）において

課否判定を行う必要がある。 

  消費税計算に反映させていな

かった一部の特別会計について

も、平成 15 年度確定申告分より

収入・支出とも課否判定を行い、

消費税計算に反映させた。なお、

その他の会計については、収

入・支出について全て課否判定

を行い、消費税計算に反映させ

ている。 



 
 イ 不課税収入が特定収入に該

当するか否かの判断を行って

いない。(2-2-3-2) 

 補助金等の不課税収入があっ

た場合には、特定収入であるか

否かの検討しなければ、特定収

入に係る仕入税額控除の特例を

適用しないこととなり、消費税

納付額の計算を誤る可能性があ

るため、不課税収入が特定収入

に該当するか否かの判断を必ず

行わなければならない。 

  補助金等の不課税収入につい

て、平成 15 年度確定申告分より

特定収入に該当するか否かの検

討・判断を行った。 

 
 

16 林政第 187 号 

平成 16 年（2004 年）10 月６日 

 

 長野県監査委員 様 
 

長野県知事 田 中 康 夫 
 
平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 
 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

第１ 監査の対象となった事件名 
   消費税申告の事務 
第２ 措置の内容等 
  １ 長野県県営林経営費特別会計（林務部） 
 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 (1) 中小事業

者に対する

特例の改正

に関しての

検討(3-2) 

ア 平成 16 年

度課税期間

において課

税事業者と

なる事業者 

(3-2-1-2) 

 平成 16 年度の事業計画（収益

構造）を考慮した上で、本則課

税又は簡易課税の選択を検討す

べきである。 

 平成 16 年度においては、課税

売上高に対する課税仕入高が上

回り、消費税の還付を受けられ

る可能性が高いため、本則課税

を選択済みである。 

 

 

16 議総第 22 号 

平成 16 年（2004 年）10 月 20 日 

 

 長野県監査委員 様 
 

長野県議会議長 古 田 芙 士 
 
平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 



 
 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

第１ 監査の対象となった事件名 
   政務調査費（県政調査研究費交付金を含む。）の事務 
第２ 措置の内容等 
(1) 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 イ 日本共

産党長野県

議会議員団

(2-3) 

ａ 高速道路

料金を実費

で精算すべ

きこと 

(2-3-1) 

 高速道路の使用に際しては、

その都度明細の入手が容易であ

るため、実費額にて精算すべき

である。 

 実費額にて精算するよう是正

した。 

  ｂ 現地事務

局員の人件

費支出に係

る書類の整

備について 

(2-3-2) 

 現地事務局員の記名による業

務報告若しくは対価の請求の形

式を具備する必要がある。 

 業務報告書に記名するよう是

正した。 

  ｃ 領収書の

添付を徹底

すべきこと 

(2-3-3) 

 主催者が公的団体である場合

においても合理的に可能な限り

領収書を取得すべきであり、不

可能な場合には、参加した議員

の自著による精算書を添付して

証拠種類とすべきである。 

 取得のなかった領収書につい

ては、相手方より取り寄せ完備

した。 

  ｄ 現金出納

簿の調整に

工夫を要す

るもの 

(2-3-4) 

 帳簿の重要性に鑑み、鉛筆で

の記帳は避け、帳簿には表紙を

付け、文書件名を定め、文書の

保管及び使用がより確実かつ効

率的なものとなるよう工夫を要

する。 

 実地監査の後、即時に是正し

た。 

 ウ 社会県民

連合県議団

(2-4) 

ａ 未使用残

高の返還を

要するもの 

(2-4-1) 

 政策委員会は会派の内部組織

であるため、政務調査費の収支

の一部として処理されるべきで

あることから、当時の政務調査

費の収支報告書を訂正し、残額

268,822 円を県に返還すべきで

ある。 

 

 残額 268,822 円を県に返還し

た。 

  ｂ 帳票書類

の作成方法

について 

(2-4-2) 

 鉛筆書きの場合、長期の文書

保存期間の中で、保存能力に脆

弱さがあるため、ボールペン等

によって記載すべきである。 

 ボールペン等により記載する

こととした。 

 エ 懇談会費 ａ 小括  同一会派内の会議において日  政務調査費から支出できる経 



 用の支出の

違法性、妥当

性、適切性等

に つ い て

(2-5) 

(2-5-6) 常的に行なわれる会議の費用と

しては、一人当り 5,000 円未満

に収めるよう努力すべきである

（昼食代や茶菓代などに限定す

るなど）。 

費を昼（朝）食会経費、会合に

おける茶・茶菓等の経費に限定

した。（「政務調査費マニュア

ル」で明文化） 

    日常的ではない飲酒を伴う特

別の懇談会の費用としては政務

調査費からの支出は望ましくな

い。 

 飲酒を伴う懇談会の開催費用

は政務調査費から支出しないこ

ととした。（「政務調査費マニ

ュアル」で明文化） 

    対外的折衝の場合において

も、極力、会費制での可能性を

探るなどし、飲酒を伴う特別の

懇談会の費用については、政務

調査費からの支出を極力回避す

るよう努力すべきである。 

 飲酒を伴う懇談会の開催費用

は政務調査費から支出しないこ

ととした。（「政務調査費マニ

ュアル」で明文化） 

  (2) 監査意見（組織及び運営の合理化のための提言） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 会派が解散等により消滅し

た場合における証拠書類の保

存(3-1) 

 会派が消滅した場合における

証拠書類（平成 15 年条例改正前

の証拠書類を含む。）の保存に

ついて、明確なルール作りが必

要である。 

 会派が解散等により消滅した

場合であっても、保存期間が経

過するまでは、経理責任者が証

拠書類等を保存しなければなら

ないことを明確にした。（「政

務調査費マニュアル」で明文化） 

 ａ 繰越制度

の創設 

(3-2-1) 

 交付した政務調査費に「残余」

が生じた場合の「残余」の返還

義務と知事が「返還命令」を発

する場合の条件について、条例

において明確にすることも検討

に値すると思われる。 

 現行条例により、政務調査費

に「残余」が生じた場合には、

支障なく会派から県への返還手

続きがとられていることから、

現状での条例改正は行わないこ

ととした。 

 

イ 年度末に

おける未使

用の政務調

査費（返還・

繰越・引当）

(3-2) 

  年度末において繰越を認める

規定を条例に設けることも検討

に値すると思われる。 

 政務調査費の交付制度は、年

度ごとの精算（「残余」の返還）

を前提として成立しているこ

と。また、債務が発生している

にも拘わらず、支払のための財

源を翌年度に繰り越さなければ

ならない事例が想定されないこ

とからも、現状での条例改正は

行わないこととした。 

  ｂ 引当金制

度の創設 

(3-2-2) 

 補助職員の退職手当に備える

ための「引当金制度」を設け、

積み立てのための支出を認める

ことが、より適正かつ安定的で

あると思われる。 

 会派が、調査研究活動補助業

務に従事させるために雇用した

職員の退職手当（労働契約等に

おいて、手当の決定、計算及び

支払の方法並びに手当の支払時

期等が定められているものに限

る。）の支給に備えて積み立て

をする場合には、政務調査費の 



    充当を認める取扱いとした。 

 ウ 旅費(3-3)  会派の構成員である議員の住

所地によって、各会派の政務調

査活動に必要な旅費の金額は異

なる。 

 このことから、政務調査費の

支出に占める旅費の割合が相当

に高い場合には、不公平感が生

じないように、一部実費精算の

要素を取り入れるなどの改善が

必要となる場合もあると思われ

る。 

 政務調査費の使途は、各会派

が会派の実情に即して自ら決定

することが、制度の趣旨からし

て適当であること。また、旅費

のみに着目した実費精算は公平

性を欠くことからも、現行の取

扱いを改めないこととした。 

 エ 現金出納簿(3-4)  現金出納簿に関する明示的な

作成の義務付け、雛形の提示、

県への提出、公表の適否につい

て、立法論的な見地から検討す

る必要があると思われる。 

 「政務調査費出納簿」を整備

することが望ましい会計帳簿と

して位置付け、雛形を提示した。 

（「政務調査費マニュアル」で

明文化） 

 

 

監査委員事務局 

 


